
○東庄町地域活性化事業補助金交付要綱 

平成２１年３月３１日 

告示第３１号 

（趣旨） 

第１条 町長は、東庄町の地域活性化を図るために町長が適当と認める事業を実

施する場合において、当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内で東庄町補

助金等交付規則（昭和４０年東庄町規則第５号。以下「規則」という。）及び

この要綱に基づき当該事業を行う団体に補助金を交付する。 

（補助対象事業） 

第２条 補助の対象となる地域活性化事業は、次の各号のいずれにも該当する事

業とする。 

（１） 町の活性化に寄与する事業で、町内で実施する事業であること。 

（２） 当該年度内に実施する事業であること。 

（補助対象事業費） 

第３条 補助金の対象となる事業費は、事業に必要な経費とする。ただし、事業

に直接関係のない経費及び町長が社会通念上適当でないと認める経費は除く。 

（補助対象団体） 

第４条 補助金を受けることのできる団体は、次の各号のいずれにも該当するも

のとする。 

（１） ５人以上で構成される団体で、その構成員の過半数が本町に住所を有

し、又は勤務する者の団体であること。 

（２） 活動拠点が本町にあること。 

（３） 宗教活動及び政治活動を目的とする団体でないこと。 

（事業計画の申請） 

第５条 補助金を受けようとする団体は、東庄町地域活性化事業計画申請書（別

記様式第１号）を町長に提出するものとする。 

（補助金の審査及び内定額の決定） 

第６条 町長は、事業計画申請があったときはその内容を審査し、補助金交付の

適否及び内定額を決定するとともに、その結果を申請者に東庄町地域活性化事



業補助金内定通知書（別記様式第２号）により通知するものとする。 

２ 町長は、申請内容の適否及び内定額の審査にあたっては、東庄町地域活性化

事業審査会に諮問するものとし、その答申結果を尊重するものとする。 

（補助金） 

第７条 補助金の額は前条第１項で内示した額以内で、予算の範囲内で交付する

ものとする。 

（交付申請） 

第８条 第６条第１項の規定により内定通知を受けた団体は、補助金を受けよう

とするときは、規則第３条の規定により交付申請書を提出する。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年告示第５０号） 

この告示は、平成２１年８月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



別記様式第１号（第５条） 

別記様式第２号（第６条） 

 


